
全員協議会会議録 
 

１ 日  時  令和７年９月２２日（月） １１時３９分開会 １１時４５分閉会 

 

２ 場  所  第２委員会室 

 

３ 出席議員  山本奈央・田村幸紀・只野敏彦・川上 均・中河つる子・鈴木孝寿・ 

橋本晃明・桜井崇裕・佐藤幸一・西山輝和・中島里司・深沼達生 

議長：山下清美 

 

４ 事 務 局  事務局長：大尾 智、次長兼総務係長：宇都宮 学 

 

５ 説 明 員  町 長：辻 康裕、副町長：西田史明、総務課長：藤田哲也 

 

６ 議  件 

（１）町長からの申し出事項について 

  ①令和７年９月20日から21日のかけての降雨・強風による被害状況について 

 

７ 会 議 録  別紙のとおり 

 

 

 

  



全員協議会【開会 １１：３９ 閉会 １１：４５】 令和７年９月２日 
 

 

【開会 １１：３９】 

 

（１）町長からの申し出事項について 

  ①令和７年９月 20日から 21日のかけての降雨・強風による被害状況について 

 
山下議長： それでは、少し早いが皆さんおそろいであるので、全員協議会を開会する。今日の

全員協議会については、町長からの申し入れ事項である。初めに、町長から挨拶をお

願いする。 

 

町長(辻 康裕)： 皆様お疲れ様でございます。本日は、先週土曜日、９月 20日から 21日にか

けて発生した降雨強風による被害の状況についてご報告申し上げる。どうぞ、よろし

くお願いする。 

 

山下議長：説明をお願いする。 

 

総務課長（藤田哲也）：それでは、総務課長の藤田である。私のほうから、現時点での被害状

況としてご報告を申し上げる。座って説明させていただく。令和７年９月 20日から 21

日にかけて降雨並びに強風の被害が町内で発生をしている。現時点、本日９時現在の

状況として記載をしている。通行止めについては２か所、芽室岳登山道の入口ゲート

で１か所、それから美蔓の 16号環状道路、奥に民家はないが、俗称サバイバル道路と

言われている道路が１か所の２か所である。ただ、道路の法面崩壊、旭山山麓線等々

で出ている２か所、それから側溝閉塞３か所、砂利の流失が 10か所、これが現時点で

被害を確認した状況である。農業用施設については、明渠排水路の１か所が侵食確認、

それから、農地については、低地の浸水はもちろんあるが、現在農協も含めて被害調

査中ということである。また、強風により、町内で５本程度既に倒木が確認されて、

処理も進めているというのが現状である。なお、気象概況については、９月 20日の 18

時から 21日の６時までで 97ミリの雨量であるので、そんなに雨量は大したことでは

ないような格好であるが、降雨量となっている。風の最大瞬間風速は 16.6 メートルを、

９月 20 日の 23時に記録しているということであり、気象の警報等についても注意報

の発令はあるけれども、警報は出ていないというのが、本町の気象概況となっている。

今後調査を進めていく中で、まだ倒木の箇所がいくつか増える可能性が少しあるかな

ということが予想されているのと、明渠排水路とか、道路の側溝閉塞、これがもうち

ょっと土砂上げの箇所が増えてくるということも予想している。農地については、大

きな被害まではいかないのではと思っているが、箇所的には、低地のところで浸水し

て作物等に対する影響も出てくるかと思う。本町の対応としては、９月 21日０時、深

夜から、倒木等の通報等が受け、随時倒木の処理を行ったほか、21 日の午前７時から、

町内全域のパトロール体制を行って、倒木等処理ができるものは少しずつやっている

し、道路等の部分についても直営ショベルで砂利を均すとかいうことはできる限り、

既に対応を進めているというのが現状である。気象関係も含め、大きな災害とまでは、

本町については今回いかないのかなというところであるが、今後復旧に関わる予算が

出てくるかと思う。現状では、まだ積算も今、担当課で進めている段階なので申し上

げることはちょっとできないが、専決処分をこの後させていただいて、速やかな復旧

を進めていくという形を考えているので、議員の皆様にはご承知おきをいただきたい

というところである。私のほうからは、以上である。 

 

山下議長：只今、総務課長のほうから、被害の状況、今のところの状況、それと復旧に向けて

今後、専決処分をしたいという旨の報告があった。これに関して、何か質問があれば



受けたいと思うが、あるか。 

 

中河議員：気象概況についてであるが、ここに出ている数字というのは、清水町にはアメダス

がないと聞いているが、これは清水町の数字か。 

 

総務課長：気象庁認可の測候所観測点は本町にはない。ただ、気象観測システムを、清水消防

署のほうで計器を持っている。そこのデータでお知らせをしているところである。雨

量のほか、気圧とか湿度とか風、こういったものが観測項目となっているところであ

る。したがって、清水市街ですが、、申し上げたデータは清水消防署での観測点での

数値ということである。 

 

山下議長：他にはあるか。 

 

(「なし」という声あり) 

 

山下議長：なければ、これで終わらせていただく。なお、専決処分については、日にちについ

てはまだ明確にならないが、その時に処分をするということで承知おきいただきたい

と思う。これで、全員協議会を終わらせていただく。お疲れ様でした。 
 

【閉会 １１：４５】 

 

 


